
5.非常用ガスタービン発電機ガスタービン

の動的機能維持評価について
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6.水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価結果について 

補足3-6
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1. 検討の目的 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日

原子力規制委員会規則第6号）」（以下「技術基準」という。）にて、要求されている水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せについて、「耐震設計に係る工認審査ガイド」に

示す内容を踏まえ、水平2方向及び鉛直方向地震力の適切な組合せに関し、従来の設

計手法での水平1方向及び鉛直方向地震力に対する配慮に加え、更なる設計上の配慮

が必要となる可能性のあるものを抽出して影響を評価する。 

 

耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋） 

3.5.2 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せ（4.4.2及び5.5.2も同様） 

水平2方向及び鉛直方向の地震力による応力の組合せを適切に行っていること

を確認する。 

(1) 動的な地震力の組合せ 

水平2方向及び鉛直方向の地震力による応力の組合せを簡易的に行う際に

は、各方向の入力地震動の位相特性や建物・構築物の構造、応答特性に留意

し、非安全側の評価にならない組合せ方法を適用していること。 

なお、各方向の入力地震動の位相特性や建物・構築物の三次元応答特性に

より応答の同時性を考慮する必要がある場合は、各方向の各時刻歴での応答

を逐次重ね合わせる等の方法により、応答の同時性を考慮していること。 
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2. 水平2方向及び鉛直方向地震力による影響評価に用いる地震動 

水平2方向及び鉛直方向地震力による影響評価には、基準地震動Ss-1～Ss-3を用いる。 

ここで、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる基準地震動

は、複数の基準地震動における地震動の特性及び包絡関係を、施設の特性による影響も

考慮した上で確認し、本影響評価に用いる。 
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3. 各施設における水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価部位の抽

出、及び抽出された部位の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

結果については「補足説明資料4-4 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価」にて、補足説明する。 

 

3.2 機器・配管系 

3.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考え方 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向の組合せによる設計手法

では、建物・構築物の振動特性を考慮し、変形するモードが支配的となり応答

が大きくなる方向（応答軸方向）に基準地震動を入力して得られる各方向の地

震力（床応答）を用いている。 

設備配置及び応答軸の概念図を図3.2-1に示す。 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価においては、水平

各方向の地震力を包絡し、変形モードが支配的となる応答軸方向に入力するな

ど、従来評価において保守的な取り扱いを基本としている。 

一方、応答軸が明確となっていない設備で3次元的な広がりを持つ設備の耐

震評価においては、基本的に3次元のモデル化を行っており、建物・構築物の応

答軸方向の地震力をそれぞれ入力し、この入力により算定される荷重や応力の

うち大きい方を用いて評価を実施している。 

さらに、応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用、応答軸以外の振

動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造上の配慮等を保守的に

行うなど、水平方向の入力に対して配慮した設計としている。 
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図3.2-1 設備配置及び応答軸の概念図  
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3.2.2 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価方針 

機器・配管系において、水平2方向及び鉛直方向地震力を考慮した場合に影響

を受ける可能性がある設備（部位）の評価を行う。 

評価対象は、今回申請対象の重大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれ

らの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

対象とする設備を機種毎に分類し、それぞれの構造上の特徴により荷重の伝

達方向、その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等により水平2方向の地震

力による影響を受ける可能性のある設備（部位）を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は、水平2方向及び鉛直

方向地震力による影響の検討を実施する。水平各方向の地震力が1：1で入力さ

れた場合の発生値を従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平2方向及び鉛

直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した手法を用

いる等により、水平2方向の地震力による設備（部位）に発生する荷重や応力を

算出する。 

これらの検討により、水平2方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた荷重や

応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響のない設備として抽出せ

ず、従来の発生値を超えて耐震性への影響が懸念される場合は、設備が有する

耐震性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は、詳細な手法を用いた検討

等、新たに設計上の対応策を講じる。 

今回の水平2方向及び鉛直方向地震力による影響評価は、基準地震動Ss-1～

Ss-3を包絡した設計用床応答曲線により行う。また、水平各方向の地震動は、

それぞれの位相を変えた地震動を用いることを基本とするが、保守的な手法も

用いる場合もある。 

 

3.2.3 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において、水平2方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性

があり、水平1方向及び鉛直方向の従来評価に加え、更なる設計上の配慮が必要

な設備について、構造及び発生値の増分の観点から抽出し、影響を評価する。

影響評価は従来設計で用いている質点系モデルによる評価結果を用いて行う

ことを基本とする。影響評価のフローを図3.2-2に示す。 
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① 評価対象となる設備の整理 

今回申請対象の重大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれらの施設

への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし、代

表的な機種毎に分類し整理する。（図3.2-2①） 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種毎に構造上の特徴から水平2方向の地震力が重複する観点、もしくは

応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点にて検討を行い、

水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備を抽出する。（図3.2-2②） 

 

③ 発生値の増分による抽出 

水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して、水平2方向

の地震力が各方向1：1で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め、

従来の水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対して、水平2

方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し、

耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

また、建物・構築物の検討により、機器・配管系への影響の可能性がある

部位が抽出された場合は、機器・配管系への影響を評価し、耐震性への影響

が懸念される設備を抽出する。 

影響の検討は、機種毎の分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度

が小さい設備（部位）を対象とする。（図3.2-2③） 

なお、耐震評価は基本的におおむね弾性範囲で留まる体系であることに

加え、国内と海外の機器の耐震解析は、基本的に線形モデルにて実施してい

る等類似であり、水平2方向及び鉛直方向の位相差は機器の応答にも現れる

ことから、米国Regulatory Guide1.92の「2. Combining Effects Caused by 

Three Spatial Components of an Earthquake」を参考として、水平2方向及

び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際は、地震時に水平2方向及び

鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極めて低いとした

考え方であるSquare-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法（以下「非同時性

を考慮したSRSS法」という。）を適用する。 

 

④ 水平2方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて、設備が有する耐震性

への影響を確認する。（図3.2-2④） 
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図3.2-2 水平2方向及び鉛直方向地震力を考慮した影響評価のフロー 

水平2方向及び鉛直方向地震力を 
考慮した発生荷重等を用いた検討 

NO 

YES 

YES 

NO 

②構造上水平2方向及び鉛直方 
向地震力の影響の可能性がある

設備か 

①評価対象となる設備の整理 

YES 

従来の設計手法に加えて更なる
設計上の配慮が必要な設備 

従来の設計手法で水平2方向及
び鉛直方向地震力は対応可能 

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への

影響の検討結果 

NO 

 

④水平2方向及び鉛直方向 
地震力の影響評価（水平2方向及び 
鉛直方向地震力に対し、耐震性を有
していることへの影響があるか） 

 
③水平2方向及び鉛直方向地震力を 

考慮した発生値が従来の発生値と比べて
影響があるか 

- 532 -



 

- 6-8 - 

3.2.4 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備（部位）の抽出 

評価対象設備を機種毎に分類した結果を表3.2-1に示す。機種毎に分類した

設備の各評価部位、応力分類に対し構造上の特徴から水平2方向の地震力及び

鉛直方向地震力による影響を以下の項目により検討し、影響の可能性がある設

備を抽出した。 
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表3.2-1 水平2方向及び鉛直方向入力の影響検討対象設備 

設備 機種 部位 

非常用ガスタービン発電機 

非常用ガスタービン発電機燃料油移送ポンプ 

横形ポンプ、横形機

器用電動機 
基礎ボルト、取付ボルト 

非常用ガスタービン発電機ガスタービン機関 ガスタービン機関 基礎ボルト、取付ボルト 

非常用ガスタービン発電機燃料油サービスタンク 

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 
横置きの容器 

胴板 

支持脚 

基礎ボルト 

非常用ガスタービン発電機制御盤 
自立式電気盤 

基礎ボルト、据付ボルト、

取付ボルト、溶接部 非常用ガスタービン発電機メタルクラッド開閉装置 

ハロン消火設備制御盤 壁掛け式電気盤 基礎ボルト 

配管本体（定ピッチスパン法） 

直管配管（水平） 

直管配管（鉛直） 

曲り部、分岐部 

容器弁、選択弁 弁 本体 

火災感知器 本体 

ハロンボンベ設備 矩形構造の架構設備 ラック、基礎ボルト 
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(1) 水平2方向の地震力が重複する観点 

水平1方向の地震力に加えて、さらに水平直交方向に地震力が重複した

場合、水平2方向の地震力による影響を検討し、影響が軽微な設備以外の

影響検討が必要となる可能性があるものを抽出する。以下の場合は、水

平2方向の地震力による影響が軽微な設備であると整理した。（別紙1-1 

参照） 

 

a. 水平2方向の地震力を受けた場合でも、その構造により水平1方向の

地震力しか負担しないもの 

横置きの容器などは、水平2方向の地震力を想定した場合、水平1方

向を拘束する構造であることや水平各方向で振動性状及び荷重の負担

断面が異なる構造であることにより、特定の方向の地震力の影響を受

ける部位であるため、水平1方向の地震力しか負担しないものとして分

類した。 

 

b. 水平2方向の地震力を受けた場合、その構造により最大応力の発生

箇所が異なるもの 

一様断面を有する容器類の胴板などは、水平2方向の地震力を想定

した場合、それぞれの水平方向地震力に応じて応力が最大となる箇

所があることから、最大応力の発生箇所が異なり、水平2方向の地震

力を組み合わせても影響が軽微であるものとして分類した。 

 

c. 水平2方向の地震を組み合わせても水平1方向の地震による応力と

同等といえるもの 

配管（定ピッチスパン法）は、水平2方向の地震力を想定した場合

においても、水平1方向の地震力による応答と同等となることから、

水平2方向の影響が軽微であるものとして分類した。 

 

d. 従来評価にて保守性を考慮しており、水平2方向及び鉛直方向地震

力による影響を考慮しても影響が軽微であるもの 

今回申請設備の各部位について、該当するものは無い。 

 

(2) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード （ねじれ振動等）が生じ

る観点 

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じることで有意な

影響が生じ、さらに新たな応力成分が作用する可能性のある設備を抽出す

る。 
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機器 ・配管系の設備について、一般的な補機の場合は水平方向の各軸方

向に対して均等な構造となっており、評価上有意なねじれ振動等は発生し

ない。 

一方、水平方向に広がりのある配管系の設備の場合、各構成要素は水平

各軸方向に対して均等な構造であり有意なねじれ振動は起こらないが、系

全体として考えた場合は、有意なねじれ振動が発生する可能性がある。し

かし、水平方向とその直交方向が相関する振動モードが想定される設備は、

従来設計より3次元のモデル化を行っており、その振動モードは適切に考

慮した評価としているため、この観点から抽出される設備はなかった。 （別

紙1-1 参照） 

 

(3) 地震力を水平2方向入力としたことによる発生応力等の増分の観点 

(1)(2)にて影響の可能性がある設備について、水平2方向の地震力が各

方向1 ：1で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め、従来の水平

1方向及び鉛直方向地震力の設計手法による発生値と比較し、その増分に

より影響の程度を確認し、耐震性への影響が懸念される設備を抽出した。 

水平1方向に対する水平2方向の地震力による発生値の増分の検討は、機

種毎の分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい設備 （部位）

を対象とする。水平2方向の地震力の組合せは米国Regulatory Guide1.92

の「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考として非同時性を考慮したSRSS法により組合せ、発生

値の増分を算出する。増分の算出は、従来の評価で考慮している保守性に

より増分が低減又は包絡されることも考慮する。 

・従来の評価データを用いた簡易的な算出や、地震 ・地震以外の応力に

分離可能なものは地震による発生値のみを組み合わせて、地震以外の

応力と組み合わせて算出する。 

・設備 （部位）によっては解析等で求められる発生荷重より大きな設計

荷重を用いているものもあるため、上記組合せによる発生値を設計荷

重が上回ることを確認したものは水平2方向の地震力による発生値の

増分はないものとして扱う。 

・応答軸が明確な設備で、設備の応答軸の方向あるいは厳しい応力が発

生する向きへ地震力を入力している場合は、耐震性への影響が懸念さ

れないものとして扱う。 

 

3.2.5 建物・構築物の検討結果を踏まえた機器・配管系の設備の抽出 

建物・構築物の影響評価において、機器・配管系への影響を検討した結

果、耐震性への影響が懸念されるものは抽出されなかった。 
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3.2.6 水平2方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果 

3.2.4(1)及び(2)で抽出した結果を別紙1-1、3.2.4(3)で抽出した機種毎の

分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい設備（部位）を別紙

1-2に示す。 

 

3.2.7 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

別紙1-2にて抽出された設備について、水平2方向及び鉛直方向地震力を想定

した発生値を以下の方法にて算出する。 

発生値の算出における水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せは、米国Regul

atory Guide1.92の 「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Compon

ents of an Earthquake」を参考として非同時性を考慮したSRSS法を適用する。 

 

(1) 従来評価データを用いた算出 

従来の水平1方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた評価結果を用い

て、以下の条件により水平2方向及び鉛直方向の地震力に対する発生値を

算出することを基本とする。 

・水平各方向及び鉛直方向の地震力をそれぞれ個別に用いて従来の発生

値を算出している設備は、水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合

わせて水平2方向を考慮した発生値の算出を行う。 

      }{ 222
Z方向発生値Y方向発生値X方向発生値水平2方向発生値＝   

・水平1方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた上で従来の発生値を各

方向で算出している設備は、鉛直方向を含んだ水平各方向別の発生値

を組み合わせて水平2方向を考慮した発生値の算出を行う。 

    }{ 22
発生値地震力によるZ方向Y発生値地震力によるZ方向X水平2方向発生値＝   

・水平各方向を包絡した床応答曲線による地震力と鉛直方向の地震力を

組み合わせた上で従来の発生値を算出している設備は、従来の水平方

向と鉛直方向を組み合わせた発生値がそれと直交する水平方向にも

発生するとして鉛直方向を含んだ水平各方向同一の発生値を組み合

わせて水平2方向を考慮した発生値の算出を行う。 

    }{ 22
発生値地震力によるZ方向X発生値地震力によるZ方向X水平2方向発生値＝   

    }{ 22
発生値地震力によるZ方向Y発生値地震力によるZ方向Yまたは、　   

また、算出にあたっては必要に応じて以下も考慮する。 
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・発生値が地震以外の応力成分を含む場合、地震による応力成分と地震

以外の応力成分を分けて算出する。 

 

3.2.8 水平2方向及び鉛直方向地震力の影響評価結果 

3.2.7項の影響評価条件にて算出した発生値に対して設備が有する耐震性へ

の影響を確認する。評価した内容を各設備（部位）毎に以下に示し、その影響

評価結果については重大事故等時の状態も考慮した結果について別紙1-3に示

す。 

 

a. 火災感知器の機能維持評価 

従来設計では、水平各方向の応答加速度を各周期の最大値をとるように

包絡した床応答曲線を用いた地震応答解析より応答加速度を算定し評価し

ている。水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる発生値は、上記の発

生値をSRSS法にて組み合わせることで算定し、評価基準値を満足すること

を確認した。 

 

b. 弁の機能維持評価（容器弁、選択弁） 

従来設計では、水平各方向の床応答曲線を用いた配管の地震応答解析を

考慮し応答加速度を算定し評価を実施している。水平2方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる発生値は、上記の応答加速度をSRSS法にて組み合わせ

ることで算定し、機能維持確認済加速度を満足することを確認した。 
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別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響評価結果 
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①・②機器・配管系の耐震評価における水平2方向及び鉛直方向入力の構造上の影響有無整理結果 

表1 構造強度評価 

設備 部位 応力分類 

①-1 水平2
方向の地震力
の重複による
影響の有無
（3.2.4項(1)
に対応） 

○：影響あり 
△：影響軽微 

影響軽微とした分類 
A：水平2方向の地震力を受けた場合でも、構

造により水平1方向の地震力しか負担しな
いもの 

B：水平2方向の地震力を受けた場合、構造に
より最大応力の発生箇所が異なるもの 

C：水平2方向の地震を組み合わせても1方向の
地震による応力と同等といえるもの 

D：従来評価にて保守性を考慮しており水平2
方向の地震力を考慮しても影響が軽微であ
るもの 

①-1の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相関
する振動モード（ねじれ振動等）が生
じる観点（3.2.4項(2)に対応） 
振動モード及び 
新たな応力成分の
発生有無 
×：発生しない 
○：発生する 

左記の振動モードの
影響がないことの理
由 
新たな応力成分が発
生しないことの理由 

横形ポンプ、横形機器用電動機 

 

基礎ボルト、 

取付ボルト 

引張 △ A 
基礎ボルト・取付ボルトは矩形配置であり、水平2方向入力の入力で対角

方向に転倒することはなく、水平2方向入力の影響は軽微である。 

× － せん断 ○ － 

水平地震力はベースプレート取付面の摩擦力により取付部に伝達するこ

とを基本としている。ここで、水平地震力が上回るものに対しては、基礎

ボルト全断面で水平荷重を負担するため、水平2方向入力の影響がある。 

組合せ ○or△ － 
上記せん断応力が生じる場合にのみ、許容応力が低減することから影響が

生じる。 

非常用ガスタービン機関 

 

基礎ボルト、 

取付ボルト 

引張 △ A 
基礎ボルト・取付ボルトは矩形配置であり、水平2方向の入力で対角方向

に転倒することはなく、水平2方向入力の影響は軽微である。 

× － せん断 ○ － 

水平地震力はベースプレート取付面の摩擦力により取付部に伝達するこ

とを基本としている。ここで、水平地震力が上回るものに対しては、基礎

ボルト、取付ボルト全断面で水平荷重を負担するため、2方向入力の影響

がある。 

組合せ ○or△ － 
上記せん断応力が生じる場合にのみ、許容応力が低減することから影響が

生じる。 

自立式の電気盤 

基礎ボルト、 

据付ボルト、 

取付ボルト 

引張 △ A 
基礎ボルト・取付ボルトは矩形配置であり、水平2方向の入力で対角方向

に転倒することはなく、水平2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

せん断 ○ － 

水平地震力はベースプレート取付面の摩擦力により取付部に伝達する

ことを基本としている。ここで、水平地震力が上回るものに対しては、

基礎ボルト全断面で水平荷重を負担するため、水平2方向入力の影響が

ある。 

組合せ ○or△ － 
上記せん断力が生じる場合にのみ、許容応力が低減することから影響が

生じる。 

フレーム 

一次応力（引張、曲

げ、せん断、圧縮、

組合せ） 

○ － 水平2方向入力の影響がある。 

溶接部 組合せ ○ － 
水平方向の地震力を均等に受け持つ構造であるため、水平2方向入力の

影響を受ける。 

壁掛け式の電気盤 

 

据付ボルト 

引張 ○ － 水平2方向入力の影響がある。 

× － 
せん断 △ A 

水平1方向の地震力の応答が支配的であり、他の水平方向の地震力によ

る応答はせん断方向に生じないため、水平2方向入力の影響は軽微であ

る。 

組合せ ○ － 水平2方向入力の影響がある。 

台板 取付ボルト 基礎ボルト 

ガスタービン機関 
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①・②機器・配管系の耐震評価における水平2方向及び鉛直方向入力の構造上の影響有無整理結果 

表1 構造強度評価 

設備 部位 応力分類 

①-1 水平2方向
の地震力の重複に
よる影響の有無
（3.2.4項(1)に対

応） 
○：影響あり 
△：影響軽微 

影響軽微とした分類 
A：水平2方向の地震力を受けた場合でも、構

造により水平1方向の地震力しか負担しな
いもの 

B：水平2方向の地震力を受けた場合、構造に
より最大応力の発生箇所が異なるもの 

C：水平2方向の地震を組み合わせても1方向
の地震による応力と同等といえるもの 

D：従来評価にて保守性を考慮しており水平2
方向の地震力を考慮しても影響が軽微で
あるもの 

①-1の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相関
する振動モード（ねじれ振動等）が生
じる観点（3.2.4項(2)に対応） 
振動モード及び 
新たな応力成分の
発生有無 
×：発生しない 
○：発生する 

左記の振動モードの
影響がないことの理
由 
新たな応力成分が発
生しないことの理由 

配管本体（定ピッチスパン法） 
直管配管 

（水平） 

一次応力 

（膜＋曲げ） △ C 

水平1方向の地震力の応答が支配的であり、他の水平方向の地震力によ

る応答は小さいため、水平2方向入力の影響は軽微である。【別紙1-1補足

②】 

× － 

直管配管 

（鉛直） 

一次応力 

（膜＋曲げ） △ C 
従来設計である水平方向の設計と同等の応力となるため、影響は軽微で

ある。【別紙1-1補足①】 

曲り部 

分岐部 

一次応力 

（膜＋曲げ） 
△ C 

曲り部（及び分岐部）を含む配管は、水平2方向の地震により曲げ荷重が

曲がり部（及び分岐部）にそれぞれ発生するため影響を確認する。影響

確認のため、曲がり部（及び分岐部）の支持間隔長さをパラメータとし

解析した結果、標準支持間隔法を用いた制限値内において、水平2方向入

力と水平1方向入力との場合の発生荷重の最大比率を確認しており、2方

向入力の影響は軽微であることを確認した。【別紙1-1補足①】 

矩形構造の架構設備 

 

ラック 組合せ応力 ○ － 水平2方向入力の影響がある。 

× － 

基礎ボルト 

引張 △ A 
基礎ボルトは矩形配置であり、水平2方向の入力で対角方向に転倒する

ことはなく、水平2方向入力の影響は軽微である。 

せん断 ○ － 

水平地震力はベースプレート取付面の摩擦力により取付部に伝達する

ことを基本としている。ここで、水平地震力が上回るものに対しては、

基礎ボルト全断面で水平荷重を負担するため、水平2方向入力の影響が

ある。 

組合せ △ C 従来の組合せ応力と同等の応力となるため、影響は軽微である。 

  

- 541 -



別紙 1-1 

- 6-17 - 

表2 動的機能維持評価 

機種 

①-1 水平2方向の地震力の重複によ

る影響の有無（3.2.4項(1)に対応） 

○：影響あり 

△：影響軽微 

影響軽微とした分類 

A：構造により水平1方向の地震力しか負担しないもの 

B：構造により最大応力の発生箇所が異なるもの 

C：水平2方向の地震を組み合わせても1方向の地震による応力

と同等といえるもの 

D：従来評価にて保守性を考慮しており水平2方向の地震力を

考慮しても影響がないといえるもの 

①-1の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相関

する振動モード（ねじれ振動等）が生

じる観点（3.2.4項(2)に対応） 

振動モードの 

発生有無 

×：発生しない 

○：発生する 

左記の振動モードの

影響がないことの理

由 

 

横形ポンプ △ A 

現行の機能維持確認済加速度における詳細評価＊で最弱部である軸系に対

して、曲げに対して軸直角方向の水平1方向の地震力のみを負担し、他の水

平方向の地震力は負担しないため、水平2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

横形機器用電動機 △ A 

現行の機能維持確認済加速度における詳細評価＊で最弱部である軸系に対

して、曲げに対して軸直角方向の水平1方向の地震力のみを負担し、他の水

平方向の地震力は負担しないため、水平2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

非常用ガスタービン機関 

（機関本体） 
△ A 

詳細評価部位である軸系は、曲げに対して軸直角方向の水平1方向の地震力

のみを負担し、他の水平方向の地震力は負担しないため、水平2方向入力の

影響は軽微である。 

× － 

非常用ガスタービン機関 

（燃料制御ユニット） 
○ － 

燃料制御ユニットについては水平2方向合成による応答増加の影響がある。

ただし、試験にて13Gまでの機能維持を確認しているため、水平2方向合成応

答加速度が13G未満であれば問題ない。 

× － 

自立式の電気盤 △ A 

電気盤に取り付けられているリレー等の電気品は、1次元的な接点のON-OFF

に関わる比較的単純な構造をしている。加えて、基本的にはすべて梁、扉等

の強度部材に強固に固定されているため、器具の非線形応答はない。したが

い、電気品は水平1方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の地震力は負

担しないため、水平2方向入力の影響は軽微である。【別紙1-1補足②】 

× － 

壁掛け式の電気盤 △ A 

電気盤に取り付けられているリレー等の電気品は、1次元的な接点のON-OFF

に関わる比較的単純な構造をしている。加えて、基本的にはすべて梁、扉等

の強度部材に強固に固定されているため、器具の非線形応答はない。したが

い、電気品は水平1方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の地震力は負

担しないため、水平2方向入力の影響は軽微である。【別紙1-1補足②】 

× － 

火災感知器 ○ － 火災感知器については水平2方向合成による応答増加の影響がある。 × － 

弁 ○ － 弁については水平2方向合成による応答増加の影響がある。 × － 

＊JEAG4601で定められた評価部位の余裕度評価。 
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③水平2方向及び鉛直方向の地震力による代表設備の増分影響検討結果 

表1 構造強度評価 

設備 

応答軸が明確か（3.2.4項(3)

に対応） 

○：応答軸が明確 

×：応答軸が明確でない設備 

【別紙1-2補足①】 

代表設備名 評価部位 応力分類 

従来 

発生値 

（水平1方向 

及び鉛直方向） 

発生値 

（水平2方向 

及び鉛直方向） 

発生値の増分 

（＝発生値（水平2方向 

及び鉛直方向）÷従来発

生値（水平1方向及び鉛直

方向）） 

増分の判定 

○：影響が軽微 

×：影響が無視

できない 

発生値（水平2方向）の算出方法 

（3.2.4項(3)に対応するが、発生値の組合せ方法はよ

り詳細な区分としている。） 

①：応力をSRSS（必要に応じて地震・地震以外に分離） 

②：X・Y方向別々の応力をSRSS（地震・地震以外は分離

せず） 

③：X・Y方向別々の地震による応力をSRSSし、地震以外

の応力と足し合わせ 

④：標準設計荷重が水平2方向荷重を上回ることを確認

（発生値、裕度は従来から不変） 

⑤：その他（算出方法を記載） 

横形ポンプ、横形機器用

電動機 
○ － － － － － － － － 

非常用ガスタービン機関 ○ － － － － － － － － 

横置きの容器 ○ － － － － － － － － 

自立式の電気盤 ○ － － － － － － － － 

壁掛け式の電気盤 ○ － － － － － － － － 

矩形構造の架構設備 ○ － － － － － － － － 

＊基礎ボルトにせん断力が作用するか評価するために摩擦力と水平地震力の比較を行う。
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③水平2方向及び鉛直方向の地震力による代表設備の増分影響検討結果 

表2 動的機能維持評価 

設備 

応答軸が明確か（3.2.4項(3)に対

応） 

○：応答軸が明確 

×：応答軸が明確でない設備 

【別紙1-2補足①】 

代表設備名 
応答加速度 

（水平1方向） 

応答加速度 

（水平2方向） 

発生値の増分 

（＝発生値（水平2方向） 

÷従来発生値（水平1方向及）） 

増分の判定 

○：影響が軽微 

×：影響が無視できない 

発生値（水平2方向）の算出方法 

（3.2.4項(3)に対応するが、発生値の組合せ方法はより詳細な区分としてい

る。） 

①：応力をSRSS（必要に応じて地震・地震以外に分離） 

②：X・Y方向別々の応力をSRSS（地震・地震以外は分離せず） 

③：X・Y方向別々の地震による応力をSRSSし、地震以外の応力と足し合わせ 

④：標準設計荷重が水平2方向荷重を上回ることを確認（発生値、裕度は従

来から不変） 

⑤：その他（算出方法を記載） 

火災感知器 × 

熱感知器 1.78 2.52 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

煙感知器 1.78 2.52 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

煙感知器（防爆） 1.17 1.66 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

熱感知器（防爆） 1.17 1.66 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

炎感知器 1.17 1.66 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

屋外仕様炎感知器 1.17 1.66 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

弁 × 

容器弁 1.17 1.66 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 

選択弁 6.22 8.80 √2 × 
⑤（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出

した。） 
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④水平2方向及び鉛直方向の地震力による発生値と評価基準値の比較結果（動的機能維持評価） 

 

設備 代表設備名 

従来発生値 

（水平1方向 

及び鉛直方向） 

発生値 

（水平2方向 

及び鉛直方向） 

許容値 判定 

発生値（水平2方向）の算出方法 

（補足説明資料3.2.7項(1)に対応するが、発生値の組合せ方法はより詳細な区分とし

ている。） 

①：加速度をSRSS（必要に応じて地震・地震以外に分離） 

②：X・Y方向別々の加速度をSRSS（地震・地震以外は分離せず） 

③：X・Y方向別々の地震による加速度をSRSSし、地震以外の発生値と足し合わせ 

④：その他（算出方法を記載） 

火災感知器 

熱感知器 1.78 2.52 18.51 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

煙感知器 1.78 2.52 18.49 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

煙感知器（防爆） 1.17 1.66 2.58 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

熱感知器（防爆） 1.17 1.66 18.49 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

炎感知器 1.17 1.66 6.76 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

屋外仕様炎感知器 1.17 1.66 16.45 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

弁 

容器弁 1.17 1.66 10.99 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 

選択弁 6.22 8.80 20.58 ○ ④（√2倍水平地震力を用いて水平2方向を考慮した水平応答加速度を算出した。） 
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水平2方向同時入力の影響について 

（配管） 

 

1. はじめに 

配管及び弁の耐震設計には、「簡易モデルによる地震応答解析（標準支持間隔法）」と

「3次元はりモデルによる地震応答解析」を適用しているため、解析方法ごとに水平2方

向の地震力による影響検討を行う必要がある。 

本資料は、配管系の簡易モデルに対する水平2方向の地震力による影響について説明

するものである。 

 

2. 簡易モデルによる地震応答解析（標準支持間隔法）（振動特性や構造特性の検討） 

配管は曲げによる応力が主であることから、曲げ応力に着目した影響を検討する。 

 

2.1 配管（水平） 

水平配管については、水平2方向の地震力を考慮した場合、建屋応答軸に沿った配

管配置の場合は、図2.1に示す通り1方向の地震力のみが曲げ荷重となるため、水平

2方向の影響は軽微である。 

 

 
図2.1 建屋X軸に沿った配管配置 

 

また、建屋応答軸と角度を有した配管配置の場合は、それぞれの方向の地震の分

力が曲げ荷重となり、それぞれの方向の地震力の大きさを1：1と仮定しても1方向の

地震力と同等となる。 

さらに、片端にアンカーを有する配管配置の場合についても、それぞれの方向の

地震力の分力が曲げ荷重となることから、1方向の地震力と同等となる。 
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2.2 配管（鉛直） 

鉛直配管については、水平2方向の地震力を考慮した場合、それぞれの方向の地震

力に対して図2.2に示す通り曲げ荷重が発生する。水平1方向地震の荷重をそれぞれ

1とした場合、規格式ベースで考えた場合は1以上の結果となり、水平2方向地震の影

響を受ける可能性がある。 

 

 
図2.2 水平地震による鉛直配管の発生曲げ荷重概念図 

 

従来設計では、標準支持間隔法を用い、水平配管については水平1方向地震と鉛直

地震による発生応力を二乗和平方根法により合成し、それに内圧と自重による応力

を加えた全応力を算出している。ここで、水平1方向地震は、EW方向とNS方向の地震

の床応答スペクトルを包絡したスペクトルに基づく地震波である。この応力をσ①

で表す。なお、標準支持間隔法では、このように算出される応力σ①に基づいて、

配管の標準支持間隔を設定している。鉛直配管は水平配管と同じ標準支持間隔を適

用し、水平1方向地震による応力に内圧､自重と鉛直地震による応力を加算している。

なお、鉛直配管では、内圧、自重及び鉛直地震は曲げ応力を生じさせない。 

鉛直配管における水平2方向地震力の影響については、自重及び鉛直地震が曲げ

応力を生じさせないことを考慮し、内圧と水平2方向の地震力による発生応力を計

算した。水平2方向地震力による曲げ応力は二乗和平方根法により合成した。この応

力をσ②で表す。 

σ①及びσ②で考慮している荷重について次項に整理する。 
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2.3 荷重組合せ 

水平1方向入力の荷重組合せ：σ①＝内圧＋自重＋SRSS（水平1方向地震、鉛直地震） 

水平2方向入力の荷重組合せ：σ②＝内圧＋SRSS（X方向地震、Y方向地震） 

σ①及びσ②で考慮している荷重を表2.3及び図2.3に示す。 

 

表2.3 水平1方向入力の荷重組合せ 

荷重 a.内圧 b.自重 c.水平地震 d.鉛直地震 

σ① ○ ○ ○※1 ○ 

σ② ○ －※2 ○※3 －※4 

※1 水平1方向入力地震（X,Y方向地震FRSの包絡波を適用）による荷重 

※2 鉛直配管は、自重による曲げモーメントは発生しないため、除外 

※3 水平2方向入力地震による曲げモーメントをSRSSにて算出 

※4 鉛直配管は、鉛直地震による曲げモーメントは発生しないため、除外 

 

 

図2.3 荷重組合せのイメージ 

  

a.内圧による荷重 

水平 1方向入力の荷重組合せ：σ① 

【a＋b＋SRSS(c,d)】 

b.自重による荷重 

c.水平 1方向地震荷重 

 （X、Y方向地震の包絡） 

水平 2方向入力の荷重組合せ：σ② 

【a＋SRSS(c1,c2)】 

d.鉛直方向荷重 

a.内圧による荷重 

c1.水平 X方向荷重 

c2.水平 Y方向荷重 
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2.4 評価結果 

水平1方向入力の荷重組合せおよび水平2方向入力による荷重組合せの結果を表

2.4に示す。 

 

表2.4-1 非常用ガスタービン建屋における定ピッチスパン応力の結果（Ss） 

※1 

番号 
口径 Sch 

支持

間隔 

（m） 

発生応力（MPa） 
σ① σ② 

応力比 

②／① 
内圧 自重 X地震 Y地震 Z地震 

1 2B SCH40 2.5 0.00 6.35 19.79 24.21 34.36 49 32 0.66 

2 2B SCH40 2.5 0.00 6.35 19.79 24.21 34.36 49 32 0.66 

3 2B SCH40 2.5 1.94 6.35 19.79 24.21 34.36 51 34 0.67 

4 1・1/2B SCH40 2.2 1.64 5.92 18.47 22.60 31.19 47 31 0.66 

5 1B SCH40 1.9 1.25 6.14 19.14 23.42 33.19 49 32 0.66 

6 1・1/2B SCH40 2.2 1.64 5.92 27.94 22.60 39.19 56 38 0.68 

7 1・1/2B SCH40 2.2 0.00 5.92 27.94 22.60 39.19 55 36 0.66 

8 1・1/2B SCH40 2.0 0.00 6.80 22.07 14.29 29.05 44 27 0.62 

9 1・1/4B SCH40 1.9 0.00 7.17 25.35 15.07 30.64 47 30 0.64 

10 2B SCH40 2.3 0.00 7.10 25.73 14.91 30.33 47 30 0.64 

 最大応力比 0.68 

※1 標記番号は、工事計画認可申請 資料17-12「配管及び弁の耐震計算並びに標準支

持間隔の耐震計算について」の第4-3表「SA配管の支持間隔」の番号と対応する。 

 

表2.4-1に示すように、発生応力σ①と発生応力σ②の差は軽微である。すなわ

ち、標準支持間隔法を用いた設計で水平2方向入力を考慮した場合、鉛直配管に発

生する応力は、標準支持間隔の設定に用いた水平配管に発生する応力と同レベル

以下に留まる。 
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2.5 配管（曲がり部） 

配管（曲がり部）について、建屋応答軸に沿った（又は直交した）配管配置で水

平2方向の地震力を考慮した場合、水平各方向の大きさを1：1と仮定し、図2.5中の

L1の長さを0.1～0.5（L2長さ0.9～0.5）とした各ケースについて、水平1方向入力の

曲げ荷重に対する水平2方向入力の曲げ荷重を比較した結果、曲げ荷重の最大値（各

ケース包絡）は水平1方向及び水平2方向で同等であり、水平2方向の地震力の影響は

軽微である。 

 

 

 

 

図2.5 配管（曲がり部）モデル 

 

また、建屋応答軸と角度を有した配管（曲がり部）配置についても、2.1項と同様

に、各方向の地震の分力が曲げ荷重となるため、それぞれの方向の地震力の大きさ

を1：1と仮定しても水平1方向の地震力と同等となる。 
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2.6 配管（分岐部） 

配管（分岐部）について、建屋応答軸に沿った（又は直交した）配管配置で水平

2方向の地震力を考慮した場合、水平各方向の大きさを1：1と仮定し、図2.6中のLB

の長さを0.2～0.8（0.2刻み）とした各ケースについて、水平1方向入力の曲げ荷重

に対する水平2方向入力の発生値を検討した結果、それぞれの曲げ荷重の最大値は、

同等であり、水平2方向の地震力の影響は軽微である。 

 

 
 

 
 

 
 

図2.6 配管（分岐部）モデル  
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3. まとめ 

2.1項から2.6項の検討では、「簡易モデルによる地震応答解析（標準支持間隔法）」を

適用した設備について、振動特性や構造特性上、水平2方向の地震力に対する影響が軽

微であることを確認した。 
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水平2方向同時加振の影響について 

（電気盤） 

 

1. はじめに 

本資料は、電気盤に取り付けられている器具に対する水平2方向入力の影響をまと

めたものである。 

 

2. 水平2方向加振の影響について 

電気盤に取り付けられている器具については、1次元的な接点のON－OFFに関わる比

較的単純な構造をしている。加えて、基本的にはすべて梁、扉等の強度部材に強固に固

定されているため、器具の非線形応答もなく、水平2方向の加振に対しては独立に扱う

ことで問題ないものと考える。さらに器具の誤動作モードは、水平1方向を起因とした

モードであるため、水平2方向加振による影響は軽微であると考える。 

なお、念のために既往研究等において、電気盤の器具取付位置の応答加速度に対し、

器具の確認済加速度が十分に高いことも確認している。 

次頁より、メタクラ取付器具を代表とし、器具の構造から検討した結果をまとめる。 
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2.1 補助リレー 

図1に補助リレーの構造を示す。補助リレーはコイルに通電されることにより生

じる電磁力で可動鉄心を動作させ、接点の開閉を行うものである。 

 

 

図1 補助リレーの構造図 

（コイル非励磁(OFF)状態：B接点がON,A接点がOFFとなっている。コイル励

磁(ON)状態にすると、可動鉄心及び可動接点（青色部）が電磁力により図

左側へ移動し、B接点がOFF,A接点がONとなる。） 

 

補助リレーのうち、固定鉄心、固定接点（A,B接点）はいずれも強固に固定されて

おり、可動鉄心、並びに可動接点は器具の前後方向にのみ動くことのできる構造と

なっていることから、器具の誤動作モードとしては、 

・地震力で可動鉄心（可動接点）が振動することにより、接点が誤接触、又は誤

開放 

である。 

実地震動は3次元的な振動であるが、補助リレーは取付部をボルト固定している

こと、また、器具の可動部は前後方向にのみ振動することから、3次元的な影響はな

いものと考えられる。 

参考として、発生加速度と補助リレーの既往試験における確認済加速度及び試験

結果は以下のとおりである。 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度（G） 2.78 2.78 0.83 

確認済加速度（G） 6.0（△） 15.0（○） 3.0（○） 

（注）確認済加速度は加振試験の条件により求められた値を「（○）」で、器具の

機能限界（誤動作）により求められた値を「（△）」でそれぞれ表中に記載

する。  
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2.2 ノーヒューズブレーカ（NFB） 

図2にNFBの内部構造及び開閉機構を示す。NFBは瞬時に開閉することが要求され

ていることから、リンク機構が採用されている。過電流を自動遮断した場合には把

手がトリップ位置となり、トリップ状態であることがわかるようになっている。ま

た、NFBはボルトにて、盤の梁に強固に取り付けられている。 

 

 

図2 NFBの構造 

 

  

前
後 
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図2から、器具の誤動作モードとしては、 

・把手が逆方向へ動作する（上下方向） 

・接点が乖離する（前後方向、左右方向） 

・ラッチが外れてトリップする（前後方向、上下方向） 

が考えられる。 

上記より、NFBの誤動作として2方向の振動の影響が考えられる。ただし、把手は

1方向にしか振動できないこと、前後－左右の接点乖離は各々独立であること（前後

方向は接触－非接触、左右方向はずれによる）から、これらについては誤動作に至

る事象に多次元的な影響はないものと考えられる。 

ラッチ外れについては2軸の影響は無視できないと考えられるが、水平方向、鉛直

方向ともに十分な加速度で機能維持が確認できていること、既往試験の事象は接点

乖離によるONからOFFへの動作であることから、考慮すべき事象ではないと考えら

れる。なお、既往試験においては、把手の移動に起因する誤動作事象は発生してい

ない。 

参考として、発生加速度とNFBの既往試験における確認済加速度及び試験結果は

以下のとおりである。 

方向 前後 左右 上下 備考 

発生加速度（G） 2.78 2.78 0.83  

確認済加速度

（G） 

12.0（○） 12.0（○） 8.0（○）  

15.0（○） 12.0（△） 2.0（○） 
メタクラ非搭

載品（参考） 

（注）確認済加速度は加振試験の条件により求められた値を「（○）」で、器具の機

能限界（誤動作）により求められた値を「（△）」でそれぞれ表中に記載する。 
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2.3 ロックアウトリレー 

図3に外形を示す。ロックアウトリレーは保護リレー等からの信号を受けた場合、

シャフトが回転し、盤外側のハンドルも倒れ、その状態が維持される。また、ロッ

クアウトリレーはボルトにて、盤の扉面に強固に取り付けられている。 

 

 

図3 ロックアウトリレー外形 

 

図3から、器具の誤動作モードとしては、 

・可動接点が振動し、接点乖離、接点接触が生じる（左右方向） 

から、機能維持について多次元的な影響はないものと考えられる。 

 

参考として、発生加速度とロックアウトリレーの既往試験における確認済加速度

及び試験結果は以下のとおりである。 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度（G） 2.67 2.67 0.55 

確認済加速度

（G） 
15.0（○） 9.0（△） 3.5（○） 

（注）確認済加速度は加振試験の条件により求められた値を「（○）」で、器具の機

能限界（誤動作）により求められた値を「（△）」でそれぞれ表中に記載する。 
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2.4 保護リレー 

図4に構造を示す。保護リレーは盤の扉面に取り付けられたケース内にサブユニ

ットが取り付けられている。また、保護リレーはボルトにて盤の扉面に強固に取り

付けられている。なお、サブユニット内には可動接点がある。 

 

 

 

（a）保護リレー外形 

 

(b)サブユニット内接点模式図 

 

図４ 保護リレー構造図 

 

 

 

 

 

 

上側 

下側 

固定接点 

可動接点 

可動接点は 

上下方向に 

動作 

前後方向 

ケース 

サブユニット（注） 

（注）サブユニットはケ

ース内に取り付けられて

いるが、取り出した状態

を模式的に示している。 

上下方向 
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図４から、器具の誤動作モードとしては、 

・ サブユニットとケース間で、乖離が生じる（前後方向） 

・ サブユニット内の可動接点が振動し、接点乖離、接点接触が生じる（上下

方向） 

が考えられるが、機能維持について多次元的な影響はないものと考えられる。 

 

参考として、発生加速度と保護リレーの既往試験における確認済加速度及び

試験結果は以下のとおりである。 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度(G) 2.78 2.78 0.83 

確認済加速度(G) 10.0（○） 10.0（○） 3.0（○） 

（注）確認済加速度は加振試験の条件により求められた値を「(○)」で、器具の機能

限界（誤動作）により求められた値を「(△)」でそれぞれ表中に記載する。 
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水平2方向の地震力を考慮した場合でも設備の有する 

耐震性に対して影響がないことについて 

～応答軸が明確である設備～ 

 

1. はじめに 

本資料は、応答軸が明確である設備について、水平2方向の地震力を考慮した場合

においても設備の有する耐震性に対して影響がないことを説明するものである。 

 

2. 設備の有する耐震性に対して影響がないことの説明 

従来設計手法として、設備の応答軸の方向、あるいは厳しい応力が発生する向きを

有した設備があり、このような設備については解析上の地震力の入力をNS方向・EW方

向を包絡した地震力（床応答曲線など）を用いてX方向及びY方向から入力し、最も大

きな評価結果を用いる等、保守的な評価を実施している場合がある。このような応答

軸が明確な設備については、水平2方向の地震力による従来設計手法への影響が懸念

されるようなことはないと考える。その理由を以下に示す。 

 

● 設備の有する耐震性に対して影響がないことの理由 

応答軸（設備の弱軸・強軸）の方向、あるいは厳しい応力が発生する向きが明確

である設備にて、建物・構築物の応答であるNS・EW方向の応答を機器の応答軸（図

1のX、Y方向）へ入力している場合、水平1方向入力としては当然厳しい入力を用い

た評価がなされていると考える。さらに、機器の配置方向とは無関係に機器の応答

軸へ地震力を入力している設備や水平方向を包絡した応答を用いるなどの保守性

も考慮している。 

応答軸の方向あるいは厳しい応力が発生する向きが明確である設備について、水

平2方向の地震力を想定した場合、2方向の地震力が合成されるとすると、最大値が

同時に発生する場合、最大で√2倍の大きさの入力となることが考えられるが、これ

らはそれぞれの応答軸方向に応答が分解され、強軸側の応答は十分に小さくなるこ

とから、実質的には弱軸方向に1方向を入力した評価で用いている応答レベルと同

等となる。 

さらに各方向における最大値の生起時刻の非同時性を考慮すると、さらにその影

響は小さくなり、弱軸1方向入力による評価と大きく変わらない結果となる。 

なお、2.で述べたとおり、応答軸の方向あるいは厳しい応力が発生する向きが明

確である設備について、設計手法として、地震力の入力をNS方向・EW方向を包絡し

た地震力（床応答曲線など）を用いて保守的な評価を実施している場合も考えると、

応答軸が明確な設備については、水平2方向の地震力を考慮した場合においても影

響軽微であることが分かる。  
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図1 水平2方向加振考慮時の応答イメージ 

 

● 本考え方が適用可能である設備（部位）例 

本考えは設備の応答軸の方向と入力の方向の関係によるものであることから、部

位・応力分類によらず、各設備の耐震評価における入力方法によって影響軽微か否

かを判断できると考える。別紙に本考え方が適用可能である設備の例を示す。 

  

+X -X 

+Y 

-Y 

α 

α 

最大で√2αが入力と

して想定される。 

+X -X 

+Y 

-Y 

θ 

αcosθ 

αsinθ 

建屋内 

ポンプ 
容器 

NS（Y） 

EW（X） 

建屋への入力地震動方向＝建屋の応答軸 

建
屋
へ
の
入
力
地
震
動
方
向
＝
建
屋
の
応
答
軸 

左図で合成されたαが強

軸・弱軸方向に分力され

る。それぞれの方向で荷重

を負担する部位や断面が

異なることを考慮すると、

従来の水平1方向による評

価と同等以下となる。 
水平 2方向加振考慮時のイメージ 応答の分力イメージ 
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3. 影響軽微であることの解析による確認結果 

弱軸・強軸方向を有する矩形構造の3次元梁モデルを用いて、影響軽微であることを

解析による確認を実施した。以下に検討内容及び検討結果を示す。 

 

● 検討内容 

評価検討モデルを図2に示す。検討方法及び検討条件を以下に示す。 

・検討方法：水平地震力1Gを、0°方向（以下「X方向」という。）及び0°と90°

方向（以下「XY2方向」という。）へ入力し、X方向加振時の弱軸方向

の応答がXY方向加振時の弱軸方向の応答を上回らないことを確認

する。 

・検討モデル：架構構造（型鋼にて構成された構造）を梁要素にてモデル化 

・拘束点：機器下端の基礎ボルト点 

・荷重条件：モデル座標のX方向（またはX方向及びY方向）に全周期帯で応答値が

1Gの床応答曲線 

・解析手法：スペクトルモーダル解析 

・対象部位及び応力：架台（支持構造物）に対する応答荷重 

 

 

図2 評価検討モデル 
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● 検討結果 

支持構造物の支配的な荷重は水平地震力による曲げモーメントである。さらに部

材評価における弱軸（弱断面）方向の荷重であるX軸まわりのモーメントコンターを

代表として図3、図4に示す。 

さらにX方向加振時と水平各方向1：1を想定したXY2方向加振時における曲げモー

メントの比較を表1に示す。 

表1より、X方向加振時とXY2方向加振時の弱軸方向のモーメントは同等となって

いる。ただし、これは水平各方向が1：1で同時に最大値が入力された場合であり、

本来の地震動の同時性を考慮すると、更にXY2方向加振時の荷重は小さくなる。 

XY2方向加振時においては、強軸方向のモーメントがX方向加振時より大きな値が

発生しているが、これは強軸方向の応答が励起されたために算定されたものであり、

図5に示すとおり、部材はH鋼などの鋼材であり、曲げモーメントに対して各方向に

対する応力評価断面を有していることから、応力を負担する断面が異なることとな

り、評価は独立に扱うことができる。 

したがって、応答軸が明確である設備については、図1に示すベクトル分解が荷重

ベースにおいても生じることから、水平2方向を考慮した場合においても設備の有

する耐震性に影響を与えないことが確認できた。さらに、入力に水平各方向の応答

加速度を各周期毎に最大値をとるように包絡した床応答曲線を用いている場合も

あり、その場合はさらに影響は小さくなる。 

 

 

 

   

図3 水平地震時モーメントコンター図   図4 水平地震時モーメントコンター図 

      （X方向）                （XY2方向） 

  

最大荷重算出位 最大荷重算出位
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表1 弱軸方向の最大曲げモーメント 

  

曲げモーメント（弱

軸） 

（N･mm） 

【参考】 

曲げモーメント（強

軸） 

（N･mm） 

X方向加振 1.3×106 0.02×106 

XY2方向加振 1.3×106 1.5×106 

 

 

図5 部材断面 

 

  

Y 

X 

X軸廻りの曲げモーメン

トに対する評価断面 

Y軸廻りの曲げモーメン

トに対する評価断面 
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別紙 応答軸が明確な設備について 

設備 構造図 説明 備考 

横置き容器 

 

横置き円筒形容器は

矩形形状の支持脚に

より支持されており

強軸と弱軸の関係が

明確である。この応答

軸の方向に地震力を

入力した評価を実施

している。 

NS・EW包絡

FRSを用い

ている。 

横形ポンプ・横

形機器用電動

機、非常用ガス

タービン機関、

自立式の電気

盤、壁掛け式の

電気盤、矩形構

造の架構設備 

 

横形ポンプ・横形機器

用電動機、非常用ガス

タービン発電機、自立

式の電気盤、壁掛け式

の電気盤、矩形構造の

架構設備は矩形に配

置されたボルトにて

支持されている。対角

方向の剛性が高く、水

平地震力に対して斜

め方向へ転倒するこ

となく、弱軸／強軸方

向にしか応答せず、そ

の方向に地震を入力

した評価を実施して

いる。 

NS・EW包絡

FRSを用い

ている。 

 

 

 

応答軸 

転倒方向 
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1. 概要 

非常用ガスタービン発電機建屋(以下「GT 建屋」という。）は、設計基準対象

施設及び重大事故等対処施設に該当せず、「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の定義によると、耐震重要度は

ノンクラスとなる。 

ただし、GT 建屋は、重大事故等対処施設である非常用ガスタービン発電機及

び蓄電池（３系統目）並びにこれらを防護するための火災防護設備が設置され、

重大事故等対処施設の間接支持構造物に分類されることから、基準地震動 Ss に

よる地震力に対して支持機能を維持する設計とする。ここで、支持機能の維持

という観点で、許容限界として終局耐力を適用する。 

なお、地震応答解析については、設置される設備の評価に用いる FRS を算出

するために基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動 Sd に対して解析を実施してい

る。 

今回の申請設備の施設区分、耐震設計の考え方について、「表 非常用ガスタ

ービン発電機、蓄電池（３系統目）及びこれらの間接支持構造物に対する耐震

設計」に示す。
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表
 
非
常
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
、
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
及
び
こ
れ
ら
の
間
接
支
持
構
造
物
に
対
す
る
耐
震
設
計
 

名
称

 
耐

震
 

ク
ラ
ス
 

施
設
区
分

※
1
 

地
震

力
 

申
請
工
認
 

基
準

地
震

動
S
s
 

に
よ

る
地

震
力

 

弾
性

設
計

用
地

震
動

S
d
に

よ
る

 

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力
 

静
的
地
震

力
 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
 

－
 

常
設
耐
震

／
防

止
 

常
設
／
緩

和
 

機
能

保
持

 
－

 
－
 

非
常
用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
工
認
 

蓄
電

池
（

３
系

統
目
）
 

－
 

常
設
耐
震

／
防

止
 

常
設
／
緩

和
 

機
能

保
持

 
弾

性
設

計
※

2
 

－
 

蓄
電
池
（

３
系

統
目
）

工
認
 

火
災

防
護

設
備
 

－
 

－
 

－
※

3
 

－
 

構
造
強
度

※
4
 

評
価

 

非
常
用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
工
認
 

及
び

 

蓄
電
池
（

３
系

統
目
）

工
認
 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
建

屋
 

－
 

上
記
の

 

間
接
支
持

構
造

物
 

機
能

保
持

 
－

※
5
 

－
 

非
常
用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
工
認

※
6
 

※
1
：
「
常
設
耐
震
／
防
止
」
は
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
、
「
常
設
／
緩
和
」
は
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
を
示
す
。
 

※
2
：
技
術
基
準
規
則
第

7
2
条
の
特
に
高
い
信
頼
性
要
求
に
よ
る
。
 

※
3
：

火
災

防
護

設
備

は
、

技
術

基
準

規
則

の
第

5
条

及
び

第
5
0
条

で
は

基
準

地
震

動
S
s
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
耐

震
性

の
要

求
は

な
い

が
、

技
術

基
準

規
則
の

第
5
2
条

で
耐

震
性
が
要
求
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
基
準
地
震
動

S
s
に
よ
る
地
震
力
に
対
す
る
耐
震
計
算
書
を
各
工
認
の
「
耐
震
性
に
関
す
る
説
明
書
」
の
別
添
に
示
す
。
 

※
4
：
「
発
電
用

原
子
炉
施
設
の
工
事
計
画
に
係
る
手
続
き
ガ
イ
ド
」
に
基
づ
き
、
耐
震
設
計
の
基
本
方
針
の
み
を
添
付
し
、
地
震
力
に
対
す
る
評
価
方
針
を
示
し
て
い
る
。
 

※
5：

間
接
支
持
構
造
物
に
つ
い
て
は
、
弾
性
設
計
要
求
な
し

※
7 。

た
だ
し
、
想
定
破
損
に
よ
る
溢
水
の
評
価
と
し
て
配
管
の

1
/
3
S
d
評
価
が
必
要
と
な
る
た
め
、
基
準
地
震
動

S
s
に

よ
る
地
震
応
答
解
析
に
加
え
て
弾
性
設
計
用
地
震
動

S
d
に
よ
る
地
震
応
答
解
析
を
実
施
し
、
F
R
S
を
作
成
し
て
い
る
。
 

※
6
：
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
工
認
で
は
、
非
常
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
工
認
に
お
け
る
非
常
用
ガ
ス
タ
ー
ビ

ン
発
電
機
建
屋
の

F
R
S
を
呼
び
込
み
。
 

※
7：

間
接
支
持
構
造
物
に
弾
性
設
計
要
求
が
な
い
こ
と
は
、

J
E
A
G
4
6
0
1
・
補
-
1
9
8
4
に
て
「
耐
震
重
要
度
分
類
で
耐
震

A
s
ク
ラ
ス
（

S
ク
ラ
ス
）
又
は
基
準
地
震
動

S
2（

S
s
）
発
生
後

も
そ
の
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
設
備
を
支
持
す
る
建
物
・
構
築
物
は
、
そ
れ
自
身
の
耐
震
ク
ラ
ス
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
持
構
造
物
と
し
て
の
機
能
が

基
準
地
震
動
S
2（

S
s
）
に
よ
り
失
わ
れ
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
従
来
か
ら
S
ク
ラ
ス
施
設
を
間
接
支
持
す

る
建
物
・

構
築
物
に
つ
い
て
は
、
S
s
に
対
し
て
支
持
構
造
物
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
な
い
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
 

今
回
、
非
常
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
屋
に
設
置
さ
れ
る
機
器
は
S
A
設
備
で
あ
る
非
常
用
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
と
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
設
備
で
あ
り
、
蓄
電
池
（
３
系

統
目

）
に

つ
い

て
は

特
に
高

い
信

頼
性
と

し
て

Sd
設

計
が

要
求

さ
れ

て
い

る
が
、

こ
れ

ら
の
間

接
支

持
構
造

物
に

つ
い
て

は
特

段
の
要

求
は

な
い
た

め
、

S
ク

ラ
ス

施
設

の
間

接
支
持
構

造
物
に
対
す
る
考
え
方
を
準
用
し
て
、
基
準
地
震
動
S
s
に
よ
り
支
持
機
能
を
失
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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補足 4 

２．添 付 図 面 
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